
平成２８年度版 就学援助（学用品費・修学旅行費）手続きフロー 

★学用品費の場合 
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★修学旅行費の場合 

 

市 教 委 学 校 

４月上旬 
 
◆学用品費・修学旅行費支給の単価の決定 
◆口座支払依頼書兼請求書及び保護者への

周知文書を学校へ提出依頼 

４月末まで 
 

◆校長口座へ直接振込をする学校
の場合 
 

１ 口座支払依頼書兼請求書 
２ 保護者への周知文書 
３ 債権者マスタ 

 
１～３を教育委員会に提出 

 
 
 

◆校長口座へ直接振込をしない学
校の場合 
 

１ 口座支払依頼書兼請求書 
 

１を教育委員会に提出 
 

６月末 
◆学用品費の給付 
 
・校長口座への直接振込をする学校の場合

①校長の口座へ学用品費を振込み 
②校長口座への振込み金額が上限額に満

たない場合は、その差額を個人口座に
振込み 

 
・校長口座へ直接振込をしない学校の場合

①保護者の口座へ学用品費を振込み 

5 月上旬 
 
◆認定通知書に「学用品費の給付方法の変

更について」などの保護者への周知文書
を同封し、認定者へ送付する 

通 知 

提 出 

保護者から修学旅行費を全額徴収

する場合 

保護者から就学援助の補助限度額

を超える金額のみを徴収する場合 

実施報告書提出後、市教委から保護者口座へ直接払い

市教委から校長口座へ振込みすることが可能 

※学校から保護者と市教委へ、校長口座へ振込みするた

めの処理を行うことを事前に伝えておくこと。 

＜校長口座への振込み対象となるもの＞ 

・業者に代金を支払う義務が、学校にあるもの。 
（学校と業者間での契約であり、納品書等を 

学校で保管するもの） 
・子どもが学校で使用するもの。 
・教育課程上必要なもの。 

＜校長口座への振込み対象とならないもの＞ 

・業者に代金を支払う義務が、保護者にあるもの。
 （学校は集金しているだけのもの等） 
・学校または先生が使用するもの。 
・児童生徒が、きょうだいのお下がり等を使う可能

性のあるもの（リコーダーや習字セット等） 

実施報告書において未納者がいる旨の報告を行えば、未

納者分の修学旅行費を校長口座へ振込することが可能

（１校につき２～３名まで） 

※学校から保護者と市教委へ、校長口座へ振込みするた

めの処理を行うことを事前に伝えておくこと。 

未納者がいる場合 


